
議第25号

令和2年度山形県一般会計予算

令和2年度山形県の一般会創'の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ613,364,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条地方自治法(昭和22年法律第釘号)第2H条の規定により債務を負担する行為をするととができ

る事項、期問及びF艮1宴額は、「第2表債務負担行為」による。

(地方債)

第3条地方自治法第230条第1項の規定により起こすことのできる地方債の起債の目的、限度額、起債

の方法、利率及び偵還の方法は、「第3表地方債」による。

(・一Π割昔入金)

第4条地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、90,000,000千円と

疋める。

(歳出予算の流用)

第5条地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することが

できる■昜合は、次のとおりと定める。

①各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内

でこれらの経費の各項の間の流用
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第2表債務負担行為

事

1_1」形県県・市町村共同利用施設予

約システム提供業務委託契約

県基幹高速通信ネットワーク更新

及び運用管理業務委託契約

障がい者支援施設大規模改築支援

事業

工酉

山形県立点字図書館管理運営業務

期

山形県身体障がい者保養所管理運
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山形県立ふれあいの家管理運営業

務
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和

山形県立産業技術短期大学校高圧
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額

年度から

年度まで
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7年度まで
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山形県国際交流センター管理運営
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農林業専問職大学等校舎基本設計
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農林大学校旧学生寮解体工事請負
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農業近代化資金利子補給

農業経営負担軽減支援資金利子補

給

項

漁業近代化資金利子補給

期

令和2年度から

令和 23年度まで
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ち、最終償還期限到来後10箇月の期

問満了の日(以下「損失確定日」と

いう。)を経過してなお弁済されな

い元利金相当額(延滞金及び損失確

定日以後の利子を含む。)
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一般国道 287号道路改築事業米沢

北バイパス橋梁(仮称)桁製作架

設工事請負契約

主要地方道真室川鮭川線道路改築

事業栗谷沢橋橋梁上部工工事請負

契約

項

一般県道余目松山線道路改築事

業庄内橋橋梁下部工工事請負契

約

期

一般県道白滝宮宿線道路改築事業

道陸橋(仮称)橋梁上部工工事請

負契約

年度か

年度ま

年度から

年度まで

間

道路除雪作業等業務委託契約

令和 2年度融資総額 5,400,000千円

の融資残高に対し、年0.2パーセン

ト、 0'4パーセント又は 0.5パーセ

ントの割合で計算した額

由水川ダム情報基盤整備事業ダム

管理用設備更新工事請負契約

限

令和

令和

空港用化学消防車両購入契約

度

年度か

年度ま

山形県ふるさと交流広場管理運営

業務

396,000千円

額

650,000千円

年度か

年度ま

山形県海浜公園(マリンパーク鼠

ケ関)管理運営業務

和

山形の家づくり・やまがた中古住

宅利子補給

年度か

年度ま

300,000千円

6,000千円

令和

令和

山形県立寒河江工業高等学校改築

整備事業

860,000千円

令和

和

年度か

年度ま
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山形県立庄内総合高等学校特別教

室棟建築工事請負契約
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年度ま

年度から

年度まで

年度から

年度まで
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510,000千円
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W 年度まで

235,000千円

5,456,000千円

220,000千円
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事

山形県立庄内総合高等学校特別教

室棟建築工事監理業務委託契約

仮想デスクトップ及び新教育情報

ネットワーク構築・運用業務委託

契約

県立学校統合サーバ再構築・運用

業務委託契約

山形県神室少年自然の家管理運営

業務

期

74,000千円

山形県立うきたむ風士記の丘考

古資料館管理運営業務

年度から

年度まで

間

山形県学力等調査業務委託契約

52,000千円

2年度から

7年度まで

山形県あかねケ丘陸上競技場管理

運営業務

限

山形県警察学校食堂業務委託契約

年度から

年度まで

年度か

年度ま

度

交通情報管理システム機器賃貸借

及び保守サービス契約

年度から

年度まで

23,000千円

額

米沢警第13号職員アパート賃貸借

契約

5,000千円

2年度から

3年度まで

1,217,000千円

110,000千円年度から

年度まで

88,000千円及び年1.0パーセントの

金利、公租公課、火災保険料相当額

2部,000千円
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2
7

ら
で

か
ま

度
度

年
年

2
5

令
令

2
5

令
令

令
令

和
和

令
令

ら
で

力
ま

度
度

年
年

2
3

2
7

ら
で

か
ま

令
令

ら
で

令
令

2
8

令
令

令
令

21

禾
禾

和
和

和
和

和
和

和
和

和
和

和
和

禾
手

和
和

2
W



第3表地方債

起 債

賄時財政対策

の 目

総合文化芸術館整備事

業

的 限

社会福祉施設等整備事

業

度

地域介護

備事業

額

18,500,000

千円

起債の方法

福祉空間整

借入先と

の協定によ

る。

自然公園整備事業

429,100

利

病院建設改良資金貸付

事業

369,100

借入先と

の協定によ

る。

率

産業技術短期大学校整

備事業

償

168,900

借入先の貸付条件による。

ただし、財政上の都合によ

り償還年限を短縮し、又は低

利債に借り替えるととができ

る。

還

農林公共事業

15,900

の

公共農林災害復旧事業

513,000

方 法

林道施設災害復旧事業

8,100

3,806,000

農林災害復旧事業

農業経営高度化支援事

業

4,700

工業試験場整備事業

3,800

1,300

205,400

74,600

-13-



起 債

士木公

の 目

防災・減災・国士強靭

化緊急対策事業

的 限

事業

県営住宅建設事業

度

公共士木災害復旧事業

(現年)

額

17,507,800

千円

起債の方法

公共士木災害復旧事業

(過年)

6,264,200

利

国直轄災害復旧事業

76,100

1,962,900

士木施設災害復旧事業

償 還

港湾整備事業

464,600

の

1,448,000

都市公園整備事業

方 法

庄内空港施設整備事業

126,000

河川等整備事業

30,300

自然災害防止事業

453,600

地方道路等整備事業

157,100

市町村合併支援道路整

備事業

180,300

873,800

4,653,200

1,120,500

-14-

率

共



起 債

緊急防災

の 目

公共施設等適正管理推

進事業

的

減災事業

限

堅急自然災害防止対策

事業

度

学校教育施設等整備事

業

額

799,700

千円

起債の方法

学校教育施設災害復旧

事業

1,325,700

利

2,442,900

社会教育施設整備事業

高等学校整備事業

償

12,200

還

退

11,000

の

職

交通安全施設整備事業

方

74,500

手

法

警察庁舎整備事業

当

801,800

2,700,000

27フ,800

761,800

率

51





特 別 計会





議第26号

令和2年度山形県公債管理特別会計予算

令和2年度山形県の公債管理特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ132,763,924千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

第1表

歳

歳入歳出予算

入

1 痢雫

河ヰ

4県

入 金

歳

歳

項

出

般

入

1

"、

款

/1丈

金

(単位:千円)

入

債

金

計

額

歳

費

89,089,924

霊,_

89,089,924

出

工目

43,674,000

仏

43,674,000

132,763,924

寸,

金

升

(単位:千円)

費

額

17

132,763,924

132,763,924

132,763,924

繰計会

責

合

合



議第27号

令和2年度山形県市町村振興資金特別会計予算

令和2年度山形県の市町村振興資金特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,406,315千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

第1表

歳

歳入歳出予算

入

2諸

款

収

歳

歳

入

出

入

項

1 貸付

市町村振興資金貸付金

款

金 利

金

升

(単位:千円)

収 入

額

項

歳

1,406,315

貸

2貸

1,406,315

3

出

1,406,315

付

付

ノ＼

4繰

金

事

(単位:千円)

」」ニ

務

金

業償

費

出

額

還

譽ト

金

1,406,315

金

700,000

-18-

995

2,096

703,224

1,406,315

元

合

営

合



議第28号

令和2年度山形県母子父子寡婦福祉資金特別会計予算

令和2年度山形県の母子父子寡婦福祉資金特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれIH,516千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

第1表

歳

歳入歳出予算

入

1繰

款

2繰

入

3

金

越

項

金

収

般

入

歳

言十繰

繰

1 貸付

2雑

金

(単位:千円)

入

入

金

越

額

金

金

6,209

利 収

6,209

計

入

33,081

入

33,081

72,226

61,170

11,056

-19-

111,516

会

元

合

諸



歳 出

母子父子寡婦福祉資金貸付費

款 _1__ 項

歳

貸

2貸

3 イ賞

出

付

付

4繰

金

事

(単位:千円)

金

務

還

出

額

計

金

111,516

金

56,665

8,861

30,386

15,604

1 1 1,516

-20-

合



議第29号

令和2年度山形県国民健康保険特別会計予算

令和2年度山形県の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ95,255,977千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

第1表

歳

歳入歳出予算

入

分担金及び負担

款

2 国 庫 支

3

出

項

収

4繰

1_

国

2

入

金

庫

国

(単位:千円)

入

金

負

庫

2預

歳

補

担

額

4雑

金

28,506,572

金

助

金

28,506,572

入

'1Z.

利

25,883,874

般

18,117,134

子

入

計繰

フ,766,740

35,200,671

計

入 金

35,200,564

107

5,664,860

5,664,860

95,255,97フ

12

金

金

会

合

諸



歳 出

国民健康保険事業費

款 項

歳

事

3

業

基

4保

費

出

金

支

5

金

積

健

(単位:千円)

出 金

般

事

金

業

額

95,255,97フ

升

費

理

94,229,449

費

1,009,484

15,000

2,044

95,255,9刀

-22-

立

管

合



議第30号

令和2年度山形県小規模企業者等設備導入資金特別会計予算

令和2年度山形県の小規模企業者'等設備導入資金特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ6諦,382千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。
(地方債)

第2条地方自治法(昭和22年法律第67号)第230条第1項の規定により起こすことのできる地方債

の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表地方債」による。

第1表

歳

歳入歳出予算

入

3繰

款

4諸

越 金

収

項

5

入

県

繰 越

貸付金

L

2預

歳

金

(単位:千円)

3雑

債

金

金

利

入

額

収

利

入

県

259,061

子

259,061

入

252,821

241,292

債

111

11,418

-2 -

17フ,500

17フ,500

飴9,382

元

計合



歳 出

1 小規模企業者等設備導入貸付費

款 項

第2表地方債

1貸

歳

起債の目的

小規模企業

者等設備貸

与事業貸付

金

出

付

付

4繰

限度額

金

事

(単位:千円)

務

金

還

千円

17フ,500

起債の方法

費

出

額

曇十

金

689,382

書

金

借

266,250

入

利

5,787

独立行政法人中

小企業基盤整備機

構の貸付条件によ

る。

317,053

100,292

償

689,382

独立行政法人中小企業基盤

整備機構の貸付条件による。

還 の 方 法

-24-

貸1 2

イ3

率

合

証



議第31号

令和2年度山形県土地取得事業特別会計予算

令和2年度山形県の士地取得事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ325,571千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

第1表

歳

歳入歳出予算

入

2財

款

産

3繰

収 入

4諸

入

項

財

2財

金

収

産

産

歳

払

運

入

金

(単位:千円)

収

用

般

入

入

収 入

額

雑

278,635

入 金

271,473

フ,162

入

46,フ70

46,フ70

166

166

-25-

325,571合

売

繰計会

計



歳 出

2 酒田北港地区用地取得事業費

款

5 上、

項

債

用

3

地

歳

開

取得事業費

4繰

費

発

出

金

ムユ=

(単位:千円)

理

出

/、

費

額

仟

金

292,683

差十

44,345

費

48,338

200,000

32,888

32,888

325,571

-26-

合



議第32号

令和2年度山形県農業改良資金特別会計予算

令和2年度山形県の農業改良資金特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ65,614千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

第1表
貸

歳

歳入歳出予算
付勘定

入

3諸

款

4繰

収 入

越

歳

項

金

貸付

入

金

繰

利

金

(単位:千円)

収 入

越

升

額

金

62,425

62,425

1,723

1,723

64,148

-27 ー

元

合



歳 出

農業改良資金貸付費

款

2 就農支援資金貸付費

項

2償

3繰

歳

還

2 イ賞

出

金

出

(単位:千円)

3繰

金

金

額

出

2,023

計

金

1,348

金

675

62,125

41,416

20,709

64,148

-28-

還

合



-6Z-

99ヤ' 1

99f,' 1

99ラ'1

戦

(則生:科声)

憂 錘

99ヤ'1

↓善

尋

量

991,' 1

酔

991,'{

酪

断

鰍

用

(刷ヨ、:科寅)

再

憂

Υ

梨

1考.

等

鍛

田"

穿

泳

断

Υ

則

等

穿

梨

Υ

暖

剤

Υ 梨
得鍛泳

号

酬

早

柔

〒桟



議第33号

令和2年度山形県沿岸漁業改善資金特別会計予算

令和2年度山形県の沿岸漁業改善資金特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ50,762千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ビとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

第1表
貸

歳

歳入歳出予算
付勘定

入

3諸

款

4繰

収 入

越

歳

歳

項

金

貸付

出

入

1 沿岸漁業改善資金貸付費

金

款

繰

利

金

(単位:千円)

収 入

越

歳

額

金

8,546

出

項

8,546

貸

41,454

41,454

付

50,000

計

金

(単位:千円)

費

額

-30-

50,000

50,000

50,000

元

計合

合



業務勘定
歳 入

2繰

款

入

歳

歳

金

出

入

項

1業

款

"ル

務

金

妾・f

歳

(単位:千円)

入

費

金

額

出

項

取

762

扱

762

事

762

金

計

務

(単位:千円)

費

額

762

762

762

-1-

会計繰

合

合



議第34号

令和2年度山形県林業改善資金特別会計予算

令和2年度山形県の林業改善資金特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ216,034千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

第1表

貸
歳

歳入歳出予算
付勘定

入

3諸

款

4繰

収 入

越

1繰越金

歳

歳

項

1 貸付

金

出

入

金

林業改善資金貸付費

款

利

金

(単位:千円)

収 入

升

歳

額

30,484

出

項

30,484

貸

181,522

181,522

付

212,006

升

金

(単位:千円)

費

、戸'

額

-32-

212,006

212,006

212,006

元

合

合



業務勘定
歳 入

2繰

→,

4繰

入 金

越

「^ーーー『一一【「一

歳

項

金

出

般

入

ヒ1繰越

業

計繰入金

款

金

(単位:千円)

務

升

歳

額

費

金

4,023

出

項

4,023

取 扱

5

事

5

4,028

金

務

(単位:千円)

費

額

4,028

4,028

4,028

-33-

会

合

計合

歳



議第35号

令和2年度山形県港湾整備事業特別会計予算

令和2年度山形県の閤穹整備事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ799,535千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ビとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(地方債)

第2条 1也方自治法(昭和22年法律第67号)第230条第1項の規定により起とすととのできる地方債

の起債の目的、"艮度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表地方債」による。

第1表

歳

歳入歳出予算

入

使

款

3

用

繰

5

料

入

6

項

1使

金

収

県

入

用

"ル

金

歳

(単位:千円)

2雑

債

料

計繰入

入

額

金

ハ弌

17フ,564

17フ,564

入

152,025

計

152,025

債

83,946

83,946

386,000

-34-

386,000

799,535

会

合

三
訂



出

管

款

2整

理

3

費

備

仏

項

費

債

第2表地方債

歳

起債の目的

費

整

理

港湾整備事

業

出

金

(単位:千円)

限度額

費

備

/、

額

千円

386,000

起債の方法

費

債

161,622

借入先との協定

による。

計

161,622

費

386,000

利

386,000

借入先との協定

による。

251,913

率

251,913

償

799,535

借入先の貸付条件による。

ただし、財政上の都合によ

り償還年限を短縮し、又は低

利債に借り替えることができ

る。

の 方 法

-35-
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議弟36号

俳念則)

第1条令和2年度山形県流域下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条業務の予定量は、

①流域関連市町

令和2年度山形県流域下水道事業会計予算

②年間総処理水量

(3)一日平均処理水量

(収益的収入及び支出)

第3条収益的収入及び支出の予定額は、

収

次のとおりとする。

村山市、天童市、東根市、尾花沢市、河北町、大石田町、

南陽市、高畠町、川西町、山形市、上山市、山辺町、

中山町、鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町

第1款流域

第1項営

第2項営

第1款流域下水道事業費用 5,069,飾0千円

第1項営 業 費 4,903,560千円

第2項営業外費 149,629千円

第3項特 損別 16,461千円

(資本的収入及び支出)

第4条資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対

し不足する額559,2認千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額34,能4千円、当年

度分損益勘定留保資金524,374千円で補填するものとする。)

収 入

下水道事

業

業

業収益

収

外

次のとおりと定める。

入

収

第1款流域下水道事業資本的収入

第1項企 業

第4項国庫補 助

第5項他 ZN
補助・十ユ=

第6項建設負 担

支

43,930,78311t

120,35811t

第1款流域下水道事業資本的支出 2,510,175千円

第1項建 改良費設 1,925,087千円

第2項資産購入費 26,577千円

第3項企業債償還金 郭8,511千円

(特例的収入及び支出)

第4条の2 地方公営企業法施行令第4条第4項の規定により当該事業年度に属する債権及び債務

として整理する未収金及び末払金の金額は、それぞれ4,679千円及び28,914千円である。

出

支

4,844,413千円

2,368,805千円

2,475,608千円

出

1,950,917千円

476,700千円

1,014,船9千円

36,709千円

423,419千円

-3 -
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(債務負担行為)

第5条債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

最上川流域下水道事業(山形処理区)

山形浄化センター建設工事委託契約

事

(企業債)

第6条起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める

起債の目的

流域下水道事業

項

限度額

(一時借入金)

第7条一時借入金の限度額は、 500,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条予定支出の各項の経費の・金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(D 営業費用と営業外費用の問において相互に流用する場合

(議会の議決を経なければ流用するととのできない経費)

第9条次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ

以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

①職員給与費 105,050千円

q也会計からの補助金)

第10条営業費用、営業外費用、特別損失、建設改良費及び資産購入費の一部に充当するため一般

会計からこの会計へ補助を受ける金額は、 598,磁6千円である。

期

476,700

起債の方法

-37ー

千円

借入先との協

定による。

工事その他の

都合により翌年

度に繰り延べて

起債することが

できる。

間

年度から

年度まで

利

限度額

借入先と

の協定によ

る。

910,000千円

償還

借入先の貸付条件による。

ただし、財政上の都合によ

り償還年限を短縮し、繰上偵

還をし、又は低利債に借り替

えることができる。

の

0

方法

ワ
]
 
3

令
令

率

和
和



議第37号

(総則)

第1条令和2年度山形県電気事業会計の予算は、次に定めるところによる。
(業務の予定量)

第2条業務の予定量は、次のとおりとする。

(D 年間販売電力量

(2)主要な建設改良事業県営風力発電所建設事業

(収益的収入及び支出)

第3条収益的収入及び支出の予定額は、

収

令和2年度山形県電気事業会計予算

第1款電気

第1項営

第2項営

第1款電気事業費用 3,188,339千円

第1項営業費用 3,122,275千円

第2項営業外費用 56,064千円

第4項予備 費 10,000千円

(資本的収入及び支出)

第4条資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対

し不足する額6,3飢,560千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額424,393千円、過

年度分損益勘定留保資金4,437,167千円及び当年度利益剰余金処分額1,500,000千円で補填するもの
とする。)

事業収益

業収益

業外収益

次のとおりと定める。

入

第1款資本

第H項建

第12項雑

支

400,288千 kwh

2,8釘,野4千円

第1款資本

第1項建

第5項企

第7項繰

第9項そ

第12項予

的

出

収入

収

収

6,164,602千円

5,917,006千円

247,596千円

的支出

設改良費

業債償還金

出

の他投

タ生

収

支

入

出

200,6邪千円

169,兜8千円

30,727千円

6,562,215千円

4,840,001千円

219,074千円

1,500,000千円

140千円

3,000千円

入
入

設

金
資
費



(債務負担行為)

第5条債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

寿岡発電所鉄塔建替等工事請負契約

事

(一時借入金)

第6条一時借入金の限度額は、 600,000千円と定める。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第7条次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ

以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なけれぱならない。

①職員給与費 誇9,280千円

②交際費 340千円

(利益剰余金の処分)

第8条当年度利益剰余金のうち1,500,000千円は、次のとおり処分するものと定める。

(D繰出金 1,500,000千円

項

令和

令和

期

2年度から

4年度まで

間 限度額

7四,000千円

93



議第38号

(総貝ID

第1条令和2年度山形県工業用水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条業務の予定量は、次のとおりとする。

①給水件数

②年間総給水量

③一日平均給水量

(収益的収入及び支出)

第3条収益的収入及び支出の予定額は、

収

令和2年度山形県工業用水道事業会計予算

第1款工業用水道事業収益

第1項酒田工業用水道営業収益

第2項八幡原工業用水道営業収益

第3項福田工業用水道営業収益

第5項営業外収益

支

第1款工業用水道事業費用 認6,634千円

第1項酒田工業用水道営業費用 362,642千円

第2項八幡原工業用水道営業費用 118,859千円

第3項福田工業用水道営業費用 13,677千円

第5項営業外費用 27,456千円

第7項予 備 費 4,000千円

(資本的収入及び支出)

第4条資本的支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足す

る額HI,554千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,899千円、建設改良積立金

15,400千円、過年度分損益勘定留保資金釘,890千円及び当年度分損益勘定留保資金6,365千円で補
填するものとする。)

次のとおりと定める。

入

60件

15,620,90511t

42,79711f

第1款資本的支出 1Ⅱ,邪4千円

第1項建設改良 29,893千円

第6項借入金償還 79,661千円

第12項予
・H二

2,000千円

(一時借入金)

第5条一時借入金の限度額は、 200,000千円と定める。

(議会の議決を経なけれぱ流用するととのできない経費)

第6条次に掲げる経費にっいては、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ

以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なけれぱならない。

①職員給与費 56,8印千円

②交際費 30千円

(たな卸資産購入限度額)

第7条たな卸資産の購入限度額は、Ⅱ,303千円と定める。

出

591,967千円

37フ,012千円

126,919千円

23,547千円

蝕,489千円

支

-40-
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議第39号

絲念則)

第1条令和2年度山形県公営企業資産運用事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条業務の予定量は、次のとおりとする。

①駐車場事業年間総駐車台数

ー・日平均駐車台数

②ゴルフ場事業年間利用者数

(収益的収入及び支出)

第3条収益的収入及び支出の予定額は、次のとおり と定める。

収 入

令和2年度山形県公営企業資産運用事業会計予算

第1款資産運用事業収益

第1項営業収

第2項営業外収

第1款資産運用事業費用 142,138千円

第1項営業費用 135,710千円

第2項営業外費 3,428千円

第4項予 備 3,000千円

(資本的収入及び支出)

第4条資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額(翌年度以降の支出

の財源に充当する額93,941千円を除く。)が資本的支出額に対し不足する額37,596千円は当年度分

消費税及び地方消費税資本的収支調整額3,324千円、過年度分固定資産売却代金34,272千円で補填

するものとする。)

支

出

第1款資本的収

第6項貸付金償

第1款資本的 出 37,596千円

良費第1項建設 36,587千円

投第9項その 9千円

第12項予 1,000千円

(一時借入金)

第5条一時借入金の限度額は、 6,600,000千円と定める。

(議会の議決を経なけれぱ流用することのできない経費)

第6条次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ

以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

①職員給与費 880千円

②交際費 30千円

85,000台

232台

30,000人

出

入

還金

161,541千円

135,8四千円

25,692千円

収

93,941千円

93,941千円

支

入

益
益

用
費

資
費
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支
改
他
備



議第卯号

(総則)

第1条令和2年度山形県水道用水供給事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条業務の予定量は、

①給水対象

令和2年度山形県水道用水供給事業会計予算

②年間総給水量

(3)一日平均給水量

(収益的収入及び支出)

第3条収益的収入及び支出の予定額は、

収

次のとおりとする。

米沢市、南陽市、高畠町、川西町、山升折行、寒河江市、上山市、

村山市、天童市、東根市、河北町、西川町、朝日町、大江町、

最上川中部水道企業団、新庄市、金山町、真室川町、鶴岡市、

酒田市、庄内町

第1款水道用水供給事業収益

第1項置賜広域水道営業収益

第2項村山広域水道営業収益

第3項最上広域水道営業収益

第4項庄内広域水道営業収益

第5項営業外収益

第1款水道用水供給事業費用 6,138,009千円

第1項置賜広域水道営業費用 1,2",四0千円

第2項村山広域水道営業費用 2,173,252千円

第3項最上広域水道営業費用 388,978千円

第4項庄内広域水道営業費用 1,767,691千円

第5項営業外費用 543,998千円

第7項予 費備 20,000千円

(資本的収入及び支出)

第4条資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対

し不足する額1,687,337千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額52,8釘千円、建設

改良積立金421,268千円、過年度分損益勘定留保資金1,171,978千円及び当年度分損益勘定留保資

金41,224千円で補填するものとする。)

次のとおりと定める。

入

支

71,429,40511t

195,697n{

第1款資本

第5項負

6,782,122千円

1,157,830千円

2,269,412千円

443,953千円

1,9認,571千円

9認,356千円

出

第1款資本的支出

第1項建設改良費

第5項企業債償還金

第6項借入金償還金

第9項その他投資

的 収

担

入

金

収

支

入

出

19,119千円

19, H9千円

-42-

1,706,4騎千円

5釘,628千円

1,107,408千円

H,280千円

M0千円



費備第12項予 3,000千円

(一時借入金)

第5条一時借入金の限度額は、 500,000千円と定める。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第6条次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ

以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なけれぱならない。

①職員給与費 邪8,フ70千円

②交際費 50千円

(たな卸資産購入限度額)

第7条たな卸資産の購入限度額は、 168,466千円と定める。

-4 -



議第虹号

(総則)

第1条令和2年度山形県病院事業会計の予算は、次に定めるととろによる。

(業務の予定量)

第2条業務の予定量は、次のとおりとする。

①病床数

(2)年間入院患者延数

年間外来患者延数

(3)一日平均入院患者数

一日平均外来患者数

④ドック利用者延数

⑤主要な建設改良事業

中央病院改修事業

新庄病院改修事業

新庄病院改築整備事業

河北病院改修事業

県立病院医療機器等整備事業

(収益的収入及び支出)

第3条収益的収入及び支出の予定額は、

収

令和2年度山形県病院事業会計予算

第1款病院事業収

第1項医業収

第2項医業外収

第3項特別利

第1款病院事業費用 41,684,843千円

第1項医業費 40,597,087千円

第2項医業外費 1,043,郭3千円

第3項特別損 42,173千円

第4項予 備 2,000千円

(資本的収入及び支出)

第4条資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対
し不足する額7認,646千円は過年度分損益勘定留保資金で補填するものとする。)

収 入

1,304床

399,077人

566,470人

1,093人

2,306人

2,705人

益

次のとおりと定める。

入

196,131千円

3,394千円

447,001千円

5,323千円

能4,餌2千円

第1款病院事業資本的収入

第1項企 債

第2項出 金

第3項他会計からの長期借入金

第4項負 担 金

第5項固定資産売却代金

第6項その他資本的収入

支

41,401,733千円

32,508,921千円

8,529,197千円

363,615千円

出

出
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支

4,018,370千円

1,227,000千円

107,442千円

745,949千円

1,898,383千円

H,986千円

27,610千円

益
益
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第1款病院事業資本的支出 4,8俳,016千円

第1項建設改良費 1,360,429千円

第2項企業債償還金 3,446,5釘千円

(債務負担行為)

第5条債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

中央病院空調

事

新庄病院改築整備工事請負契約

新庄病院改築整備工事監理委託契約

備更新工事

新庄病院改築整備新病院開院支援業務委託契約

項

(企業債)

第6条起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

負契約

起債の目的

令和2年度から

令和5年度まで

期

中央病院改修事業

間

令和2年度から

令和4年度まで

新庄病院改修事業

限度額

令和2年度から

令和4年度まで

限度額

新庄病院改築整備

事業

633,000千円

195,900

起債の方法

千円

河北病院改修事業

13,280,000千円

借入先との協

定による。

工事その他の

都合により翌年

度に繰り延べて

起債することが

できる。

県立病院医療機器

等整備事業

3,300

107,000千円

382,900

利

(一時借入金)

第7条一時借入金の限度額は、 16,500,000千円と定める。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ

借入先と

の協定によ

る。

率

四,000千円

5,300

償還

借入先の貸付条件による。

ただし、財政上の都合によ

り償還年限を短縮し、繰上償

還をし、又は低利債に借り替

えることができる。

639,600

の 方法
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第8条次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ

以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

①職員給与費 21,804,164千円

②交際費 1,070千円

(たな卸資産購入限度額)

第9条たな卸資産の購入限度額は、 5,836,7訟千円と定める。

(重要な資産の取得及ぴ処分)

第10条重要な資産の取得及び処分は、次のとおりとする。

1 取得する資産

種

器 械備

類

口
ロロ

名

情報通信ネットワーク機器(中央病院)

称 数
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